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足利渡良瀬ゴルフ場の管理に関する基本協定書 

 

足利市（以下「甲」という。）と         （以下「乙」という。）

は、足利市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成１７年足

利市条例第６号。以下「手続条例」という。)第１１条の規定に基づき、足利渡

良瀬ゴルフ場（梁田緑地ゴルフ場及び川崎緑地ゴルフ練習場。以下これらを

「本施設」という。）の管理について、次のとおり協定（以下「本協定」とい

う。）を締結する。 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲と乙とが相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理す

るため、必要な基本事項を定めることを目的とする。 

 

（公共性の趣旨の尊重） 

第２条 乙は、本施設の設置目的、住民サービスの向上、管理経費の縮減等の

指定管理者制度の意義及び管理業務の実施に当たって求められる公共性を十

分理解し、その趣旨を尊重するものとする。 

 

（信義誠実の原則） 

第３条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、本協定を誠実に履行しなけ

ればならない。 

 

（管理業務の範囲） 

第４条 甲は、足利渡良瀬ゴルフ場管理条例（平成１７年足利市条例第３０号。

以下「管理条例」という。）第４条の規定に基づき、次に掲げる業務（以下

「管理業務」という。）を乙に行わせる。  

(1) 本施設の維持及び管理に関する業務のうち市長が定めるもの 

(2) 本施設における事業の計画及び実施に関すること。 

(3) 本施設の施設及びこれに附属する器具等の利用の許可に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、本施設の運営に関する業務のうち市長が定

めるもの 

２ 管理業務の細目は、別紙１「足利渡良瀬ゴルフ場管理業務仕様書」（以下

「仕様書」という。）に定めるとおりとする。 
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（協定期間） 

第５条 この協定の期間は、手続条例第１０条の規定による指定の期間である

令和８(2026)年４月１日から令和１３(2031)年３月３１日までとする。 

 

（指定管理者の責務） 

第６条 乙は、管理業務を行うに当たり、関係法令（条例及び規則を含む。）並

びに本協定及び年度協定を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、

本施設を常に良好な状態に管理する義務を負うものとする。 

２ 本協定、募集要項及び申請書等（足利市指定管理者指定申請書及び事業計

画等の関係書類をいう。以下この条において同じ。）の間に矛盾又は齟齬があ

る場合は、本協定、募集要項、申請書等の順にその解釈が優先されるものと

する。 

３ 前項の規定にかかわらず、申請書にて仕様書を上回る水準が提案されてい

る場合は、当該申請書に示された水準によるものとする。 

 

第２章 管理業務の実施 

 

（業務開始の準備） 

第７条 乙は、指定期間の開始日に先立ち、管理業務の実施に必要な資格者及

び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。 

２ 乙は、必要と認める場合には、指定期間の開始日に先立ち、甲に対して本

施設等の視察を申し出ることができるものとする。 

３ 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除い

てその申出に応じなければならない。 

 

（管理業務の変更等） 

第８条 甲又は乙は、必要と認めるときは、相手方に対する通知をもって、管

理業務の変更を求めることができる。 

２ 管理業務の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、甲及び乙

の協議において決定するものとする。 

 

（第三者による実施） 

第９条 乙は、管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせて

はならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合、管理業務の一部を

第三者に委託し、又は請け負わせることができる。 

２ 前項ただし書の規定により、第三者に管理業務の一部を委託し、又は請け
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負わせる場合において、乙は、当該委託又は請負に係る契約書の写しその他

必要な資料を甲に提出しなければならない。 

３ 乙が管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、全て乙

の責任及び費用において行うものとし、管理業務に関して、乙が使用する当

該第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、

全て乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙

が負担するものとする。 

 

（秘密の保持） 

第１０条 乙は、管理業務の実施に伴い知り得た情報をみだりに第三者に知ら

せ、又は不当な目的のために使用してはならない。指定の期間が満了し、又

は指定が取り消された後においても同様とする。 

２ 乙は、その使用する者に対し、施設の管理業務に従事する期間又は従事し

ないこととなった以後の期間においても、管理業務の実施に伴い知り得た情

報をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的のために使用しないよう、必

要な措置を講じなければならない。 

３ 乙は、管理業務の一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対して

も秘密の保持を義務づけなければならない。 

 

（個人情報の保護） 

第１１条 乙は個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び

足利市個人情報保護条例（令和５年足利市条 例 第 ２ 号 ）その他関係法令、

条例等の規定に基づき、管理業務の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、

改ざん、滅失、毀損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために

必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、管理業務の遂行にあたり、個人情報の取扱については、別記１「個

人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

（情報公開） 

第１２条 乙は、足利市情報公開条例(平成１１年足利市条例第３号)の規定に

基づき、業務上作成し、又は取得した文書等（図面及び電磁的記録を含む。

以下同じ。）について、情報公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

 

（文書の管理及び保存） 

第１３条 乙は、管理業務の実施にあたり、作成し、又は取得した文書等につ



4 

いては、別記２「文書管理上の留意事項」に基づき、適正に管理し、及び保

存しなければならない。 

 

（管理物件） 

第１４条 乙が管理する施設、設備、備品、展示物及び資料等（以下「管理物

件」という。）は、仕様書のとおりとする。 

２ 乙は、管理物件を滅失し、又は管理物件の重要な箇所を破損したときは、

速やかに甲に報告しなければならない。 

３ 乙は、管理物件を管理業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あ

らかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。 

４ 乙は、管理物件を第三者に譲渡し、転貸し、又はこれらに貸借権その他の

使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。 

 

（管理物件の現状変更） 

第１５条 乙は、本施設の設置目的を損なうことなく、施設の機能、利用者の

利便性を向上させることを目的として、管理物件の新設、増築、改築、移設、

改造その他の現状変更をすることができる。ただし､現状変更しようとすると

きは、あらかじめ甲の承認を受けた上で、乙が自己の費用と責任において行

うものとする。 

２ 前項の場合において、乙は、当該現状変更部分について、将来にわたって

その権利を主張しないものとする。 

 

（管理物件の修繕） 

第１６条 管理物件の本来の効用を維持するために必要な修繕については、そ

の見積額が１件につき３０万円（消費税及び地方消費税を含む。）以上のもの

については、甲の負担と責任において実施するものとし、１件３０万円（消

費税及び地方消費税を含む。）未満のものについては乙が自己の負担と責任に

おいて実施するものとする。 

２ 前項の規定により、甲の負担と責任において実施することとなる修繕につ

いても、管理業務と一体として実施することが適当と認められる場合は、甲

乙協議の上、甲の負担において、乙に実施させることができる。 

 

（備品等の取扱い等） 

第１７条 甲は、仕様書に示す備品等を、無償で乙に貸与する。 

２ 乙は、指定期間中、備品等を常に良好な状態に保たなければならない。 

３ 備品等が経年劣化により、管理業務実施の用に供することができなくなっ
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た場合、甲は、乙との協議により、必要に応じて甲の費用で当該備品等を購

入又は調達するものとする。 

 

（備品等の帰属） 

第１８条 甲が乙に対して、指定管理料等により備品等を購入させ、又は修繕

により結果として資産を取得させることとなる場合は、その資産は甲の所有

に帰属するものとする。 

 

（環境への配慮） 

第１９条 乙は、管理業務の実施に当たり、次のとおり環境への配慮に留意し

なければならない。 

(1) 足利市グリーン購入調達方針（平成１４年７月策定）に基づき、環境に

配慮した商品及びサービスの購入（グリーン購入）を推進するとともに、

廃棄にあたっては、資源の有効活用や適正処理を図ること。 

(2) 電気、ガス、ガソリン等のエネルギー使用量の削減に向けた取組を推進

すること。 

(3) 有害化学物質・廃棄物等のリスク管理を行い、環境や人に影響を及ぼす

事故を防止すること。 

 

（緊急時の対応） 

第２０条 指定期間中、管理業務の実施に関連して、事故、災害その他の緊急

事態が発生した場合、乙は直ちに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関

係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。 

２ 乙は、事故等が発生した場合、遅滞なく甲にその状況の報告を行うととも

に、甲と協力して事故等の原因調査に当たらなければならない。 

３ 乙は、緊急事態発生時の利用者の避難、誘導、安全確保、関係機関への連

絡など必要な事項についてマニュアルを作成し、職員に周知を図り、緊急事

態の発生時には的確に対応しなければならない。 

 

（リスク分担） 

第２１条 管理業務に関するリスク分担については、別記３「リスク分担表」

のとおりとする。 

２ 前項で定める事項で、疑義がある場合又は前項で定める事項以外の不測の

リスクが生じた場合は、甲乙両者で協議の上リスク分担を決定する。 
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第３章 管理業務実施に係る確認事項 

 

（事業計画書等） 

第２２条 乙は、令和８(2026)年度から令和１２(2030)年度までの年度ごとに、

あらかじめ、事業計画書、収支計画書その他の必要書類を作成し、前年度の

１０月末日（令和８年度については、同年４月１日）までに甲に提出するも

のとする。この場合において、当該事業計画書には、次の事項を記載するも

のとする。 

(1) 基本方針 

(2) 事業計画 

(3) 運営体制・組織 

(4) その他特記事項 

２ 甲は、乙が提出した前項に規定する書類（次項において「事業計画書等」

という。）について、必要があると認められるときは、乙に対し、その内容の

変更を指示することができる。 

３ 乙は、甲の承認を得なければ、甲に提出した事業計画書等の内容を変更す

ることができない。 

 

（業務報告書） 

第２３条 乙は、毎月終了後１０日以内に、次の事項を記載した業務報告書

（２５条において「業務報告書」という。）を作成し、甲に提出しなければな

らない。 

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況に関すること。 

(2) 使用料その他の収入金に係る収入の実績に関すること。 

(3) 管理業務に係る経費の収支状況に関すること。 

(4) その他管理の実態を把握するために必要な事項 

 

（事業報告書） 

第２４条 乙は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 244 条の２第７項

の規定に基づき、毎年度終了後６０日以内に、次の事項を記載した事業報告

書（以下「事業報告書」という。）を作成し、甲に提出しなければならない。 

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況に関すること。 

(2) 使用料その他の収入金に係る収入の実績に関すること。 

(3) 管理業務に係る経費の収支状況に関すること。 

(4) 独自事業の実施状況に関すること。 

(5) その他甲が指示する事項 
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２ 乙は、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その

取り消された日から起算して６０日以内に、当該年度の当該日までの間の事

業報告書を甲に提出しなければならない。 

 

（業務実施状況の確認） 

第２５条 甲は、乙が提出した業務報告書及び事業報告書に基づき、乙が行う

管理業務の実施状況及び管理経費等の収支状況等の確認を行うものとする。 

２ 甲は、乙による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、管理

物件へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して、管理業務の実施状

況及び管理業務に係る管理経費等の収支状況等について、説明を求めること

ができる。 

３ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除き、

その申出に応じなければならない。 

 

（業務の改善勧告） 

第２６条 前条の規定による確認の結果、乙による管理業務の実施が、仕様書

等、甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は、乙に対して業務の改善

を勧告するものとする。 

２ 乙は、改善勧告（前項に規定する勧告をいう。以下同じ。）を受けた場合は、

直ちにそれに応じなければならない。 

３ 甲は、乙が改善勧告を受けた後、期間等の理由から管理業務の一部を実施

できなかった場合、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったこと

により、免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。 

 

（施設利用者アンケート等の実施） 

第２７条 乙は、施設利用者の利便性の向上等の観点から、アンケート等によ

り、施設利用者の意見・苦情等を聴取し、その結果及び業務改善の状況につ

いて甲に報告するものとする。 

 

（自己評価制度） 

第２８条 乙は、施設の効果的・効率的な管理及びサービスの向上の観点から、

管理業務について、毎年度自己評価を行い、その結果を事業報告書とともに

甲に提出しなければならない。 
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第４章 利用料金及び納付金 

 

（利用料金収入の取扱い） 

第２９条 乙は、設置条例第１４条の規定により、本施設に係る利用料金を乙

の収入として、収受することができる。 

 

（利用料金の決定等） 

第３０条 乙は、設置条例に規定する利用料金の範囲内において、利用料金を

定めるものとする。ただし、その決定及び改定については、事前に甲の承諾

を受けなければならない。 

２ 乙が新たに利用料金の減免について定める場合は、甲との協議を経なけれ

ばならない。 

 

（納付金） 

第３１条 乙は、本施設の運営によって得た収入の一部を指定する期日までに

市に納入しなければならない。 

２ 乙が甲に支払う納付金は、本施設の運営によって得られた収入とし、その

額は、次の各号に掲げる収入の区分に応じ、当該各号に定める額を乗じて得

た額とする。 

（１） 利用料金収入、自主事業による収入及びその他の収入（次号及び第３号

の収入を除く）  ％ 

（２） 食堂の収入 １１．０％ 

（３） 自動販売機を設置する場合は、自動販売機の収入  ％ 

 

（区分経理等） 

第３２条 乙は、管理業務に係る収入及び支出について、乙の他の口座とは別

の口座で管理し、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る

経理を区分して整理しなければならない。 

２ 管理業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

３ 管理業務に係る会計書類は、各会計年度の終了後、５年間保存しなければ

ならない。 

 

第５章 損害賠償及び不可抗力 

 

（甲の損害賠償義務） 

第３３条 甲は、その責めに帰すべき事由による本協定上の義務の不履行によ
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り乙に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

（乙の損害賠償義務） 

第３４条 乙は、本協定上の義務の不履行により甲に損害を与えたときは、そ

の損害を賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めた

ときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。 

２ 乙は、故意又は過失により施設等を損傷し又は滅失したときは、それによ

って生じた損害を甲に賠償しなければならない。 

 

（第三者への賠償） 

第３５条 管理業務の実施において、乙に帰すべき事由により、第三者に損害

が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害

が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由に

よる場合は、その限りではない。 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害において第三者に対し

て賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した

費用を求償することができるものとする。 

 

（保険の付保） 

第３６条 管理業務の実施にあたり、甲が付保しなければならない保険は、次

のとおりである。 

(1) 建物総合損害保険 

(2) 市民総合賠償補償保険 

２ 乙は、管理業務の実施に当たり、第三者賠償保険及び指定管理者の業務上

の瑕疵により生ずる損害賠償に対応できるような適切な保険に加入するもの

とする。 

３ 乙は、前項の規定に基づく保険契約について、保険証書その他その内容を

証する書面を速やかに甲に提出しなければならない。保険契約を更新又は変

更した場合も同様とする。 

 

（不可抗力発生時の対応） 

第３７条 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動、感

染症のまん延その他の甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない自然

的又は人為的な現象。以下単に「不可抗力」という。）が発生した場合、乙は、

不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により

発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならな
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い。 

 

（不可抗力によって発生した費用等の負担） 

第３８条 不可抗力の発生に起因して、損害の復旧に要する費用が発生した場

合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって、甲に通知するも

のとする。 

２ 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で、乙と

協議を行い、不可抗力の判定を決定するものとする。 

３ 不可抗力の発生に起因して、乙に損害が発生した場合（営業損失を除く）、

当該費用については、合理性の認められる範囲で、甲が負担するものとする。

ただし、乙が付保した保険により、補填された金額については、甲の負担に

含まないものとする。  

４ 不可抗力の発生に起因して、甲に損害が発生した場合、当該費用について

は、甲が負担するものとする。 

 

（不可抗力による業務実施の一部免除） 

第３９条 前条第２項に定める協議の結果、不可抗力の発生により、管理業務

の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力による影響

の限度において、本協定に定める義務を免れるものとする。 

２ 乙が不可抗力により、管理業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙

との協議の上、乙が当該管理業務を実施できなかったことにより、免れた費

用分を指定管理料から減額することができるものとする。 

 

（管理業務の継続が困難となった場合の措置等） 

第４０条 乙は、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた

場合には、直ちにその旨を甲に申し出なければならない。 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、管理業務の継続が困難となった場

合又はそのおそれが生じた場合には、乙に対し、必要な指示を行い、又は改

善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。 

３ 甲及び乙は、不可抗力その他甲又は乙の責めに帰することができない事由

により、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合に

は、管理業務の継続の可否について協議するものとする。 

 

第６章 指定期間の満了 

 

（業務の引継ぎ等） 
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第４１条 乙は、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定する者に対し、管理業

務の引継ぎ等を行わなければならない。 

２ 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して、甲又

は甲が指定する者による本施設の視察を申し出ることができるものとする。 

３ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除い

てその申出に応じなければならない。 

 

（原状回復の義務） 

第４２条 乙は、その指定期間が満了したとき又は第４４条の規定により指定

を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜ

られたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設及び設備を速やか

に原状に回復しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は本施設の原状回復を

行わずに、別途甲が定める状態において、引き渡すことができるものとする。 

 

（備品等の引継ぎ） 

第４３条 本協定の終了に際し、乙は、甲又は甲が指定する者に対して備品等

を引き継がなければならない。 

 

第７章 指定期間満了以前の指定の取消し 

 

（指定の取消し） 

第４４条 甲は、乙が手続条例第１４条第１項第１号から第３号まで又は次の

各号のいずれかに該当したときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて

管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

(1) 法人その他の団体が倒産（解散）したとき。 

(2) 財務状況が著しく悪化し、指定に基づく管理の継続が困難であると認め

られるとき。 

(3) 本協定の事項に関して重大な違反をしたと認められるとき。 

(4) 地方自治法の規定による監査を拒否し、又は妨害したと認められるとき。 

(5) 個人情報の保護に関する取扱いに関して、重大な欠陥があると認められ

るとき。 

(6) 関係法令、条例又は規則に関して重大な違反をしたと認められるとき。 

(7) 乙が、申請に際して虚偽の記載をし、若しくは申し立てたと認められる

とき又は組織的な違法行為を行った場合等、管理業務を行わせておくこと

が社会通念上著しく不当と判断されるとき。 
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(8) その他乙に管理業務を行わせることが適当でないと認められるとき。 

 

（乙による指定の取消しの申出） 

第４５条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消

しを申し出ることができるものとする。 

(1) 甲が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。 

(2) 甲が任意に指定の取消しを行ったとき。 

(3) 甲の責めに帰すべき事由により、乙が損害を被ったとき。 

(4) その他乙が必要と認めるとき。 

２ 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するも

のとする。 

 

（不可抗力による指定の取消し） 

第４６条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、管理業務の継続等が困難と判

断した場合は、相手方に対して指定の取消しについての協議を求めることが

できるものとする。 

２ 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うも

のとする。 

３ 前項における取消しにより乙に発生する損害の負担は、甲と乙の協議によ

り決定するものとする。 

 

（指定期間終了時の取扱い） 

第４７条 第４１条から第４３条までの規定は、第４４条から第４６条までの

規定により、本協定が終了した場合について準用する。ただし、甲と乙が合

意した場合はこの限りでない。 

 

第８章 その他 

 

（権利及び義務の譲渡の禁止） 

第４８条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は

継承させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りで

ない。 

 

（重要事項の変更の届出） 

第４９条 乙は、定款、事務所の所在地、代表者の変更等を行ったときは、遅

滞なく、変更したことを証する書類を添付の上、甲に届け出なければならな
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い。 

 

（年度別の協定） 

第５０条 年度別の管理業務の内容等の必要な事項については、毎年度締結す

る年度協定において定めるものとする。 

 

（協定の変更） 

第５１条 管理業務に関し、その前提条件若しくは内容を変更したとき、又は

特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議のうえ、本協定を変更することが

できるものとする。 

 

（請求、通知等） 

第５２条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、

特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。 

 

（疑義についての協議） 

第５３条 本協定の各条項等の解釈について疑義が生じたとき、又は本協定に

定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。 

 

本協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙がそれぞれ記名押印の上、各

１通を保有する。 

 

  令和７(2025)年１２月  日 

 

甲 所 在 地 足利市本城三丁目 2145 番地 

 名 称 足利市 

 代 表 者 足利市長  早 川 尚 秀  ㊞ 

 

 

乙 所 在 地  

 名 称  

 代 表 者    ㊞ 
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個人情報取扱特記事項 

 

 

乙が、管理業務を通じて取得する個人に関する情報（以下「個人情報」とい

う。）の取扱いについては、この特記事項によらなければならない。 

 

第１ 基本的事項 

乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、管理業務の実施にあたっては、

個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わ

なければならない。 

 

第２ 秘密の保持 

１ 乙は、管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはな

らない。当該指定の期間が満了したとき又は本協定第４４条から第４６条

までの規定により指定を取り消され、若しくは本協定第４４条の規定によ

り期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた後におい

ても、同様とする。 

２ 乙は、管理業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において

も管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に使用してはならないこと等、個人情報の保護に必要な事項を周知

させ、その遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければなら

ない。 

 

第３ 収集の制限 

乙は、管理業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達

成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければなら

ない。 

 

第４ 目的外利用及び提供の禁止 

乙は、管理業務に関して知り得た個人情報を目的外に利用し、又は第三者

に提供してはならない。 

 

第５ 適正管理 

乙は、管理業務に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止を

するため、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならな

い。 
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第６ 複写及び複製の禁止 

乙は、管理業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録され

た資料等を、甲の承諾なしに複写し又は複製してはならない。 

 

第７ 再委託等の禁止 

１ 乙は、個人情報を取り扱う業務については自ら行い、第三者にその取扱

いを委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、

この限りではない。 

２ 乙は、甲の承諾により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託する場合

には、甲が乙に対して求めた個人情報の保護に必要な措置と同様の措置を

当該第三者に求めるものとする。 

 

第８ 資料等の返還 

乙は、当該指定の期間が満了したとき又は本協定第４４条から第４６条ま

での規定により指定を取り消され、若しくは本協定第４４条の規定により期

間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、管理業

務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等（当該

資料等を複写し、又は複製したものを含む。）を直ちに甲に返還しなければな

らない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示した方法によるものと

する。 

 

第９ 資料等の廃棄等 

１ 乙は、当該指定期間が満了したとき、又は本協定第４４条から第４６条

までの規定により指定を取り消され、若しくは本協定第４４条の規定によ

り期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、

甲の指示に従い、管理業務に関して知り得た個人情報が記録された資料等

を焼却、シュレッダー等による裁断、消去等当該個人情報が第三者の利用

に供されることのない方法により、速やかに廃棄し、若しくは甲又は甲の

指示するものに引き渡すものとする。 

２ 前項の場合において、乙が正当な理由がなく指定された期間内に個人情

報等を廃棄せず又は引渡ししないときは、甲は、乙に代わって当該個人情

報等を廃棄し、又は回収することができる。この場合において、乙は、甲

の廃棄又は回収について異議を申し出ることができず、また、甲の廃棄又

は回収に要した費用を負担しなければならない。 

 

 



別記１ 

16 

第１０ 苦情処理 

１ 乙は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなけ

ればならない。 

２ 乙は、苦情を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、適宜、処理

経過を報告しなければならない。 

 

第１１ 事故発生時における報告 

乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ又は生じるおそれ

のあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければ

ならない。 

 

第１２ 調査 

甲は、乙が管理業務を処理するために取り扱っている個人情報の取扱状況

について、随時に調査することができる。 

 

第１３ 指示 

甲は、乙が管理業務を処理するために取り扱っている個人情報について、

その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うこと

ができる。 

 

第１４ 損害賠償 

甲は、乙が特記事項に違反したことにより、甲に損害が発生したと認める

ときは、損害賠償の請求をすることができるものとする。 
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文書管理上の留意事項 

 

 

第１ 基本的事項 

乙は、管理業務に従事している者が、文書等を取り扱う際には、適正かつ

円滑に処理し、散逸、汚損等のないようにするとともに、常にその所在及び

処理の過程を明らかにしておくよう必要な措置を講じなければならない。 

 

第２ 文書等の管理基準等 

乙は、文書等を適正に管理するため、甲と協議のうえ、文書の管理及び整

理などに関して、当該業務の性質、内容等に基づく文書基準を定めなければ

ならない。 

 

第３ 文書等の保存期間 

処理が完結した文書等（以下「完結文書」という。）の保存年限は、足利市

文書取扱規程（昭和３７年庁達第１号）別表第２に準じて定めるものとする。 

 

第４ 文書等の廃棄の手続 

乙は、甲の承認を得た上で、保存年限が到来した完結文書を廃棄するもの

とする。なお、完結文書の廃棄は、文書の内容、媒体に応じて、適正かつ確

実な方法により行うものとする。 

 

第５ 文書等の引継ぎ 

乙は、当該指定期間の満了後又は本協定第４４条から第４６条までの規定

により指定が取り消された後、遅滞なく、保存年限が到来していない完結文

書又は甲の指示したものを甲又は甲の指定する者に引き継がなければならな

い。 
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リ ス ク 分 担 表 

 

種 類 内 容 

負 担 者 

市 
指 定  

管理者  

物価等の変動 
人件費、物件費等の物価変動に伴う経費

の増  
 ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増   ○ 

需要の変動 
利用者の減少、需要見込みの誤りその他

の事由による利用料金収入の減  
 ○ 

周辺地域・住民及

び施設利用者への

対応  

本施設の周辺地域との協調、本施設の管

理業務内容に対する住民及び施設利用者

からの苦情・要望等への対応  

 ○ 

法令の変更  

本施設の管理、運営にのみ影響を及ぼす

法令変更  
○  

上記以外   ○ 

税制の変更  

本施設の管理、運営にのみ影響を及ぼす

法令変更  
○  

上記以外   ○ 

政治、行政的理由

による事業変更  

政治、行政的理由から、管理業務の継続

に支障が生じた場合又は業務内容の変更

を余儀なくされた場合の経費及びその後

の維持管理経費における当該事情による

増加経費負担  

○  

不可抗力  

不可抗力に伴う、管理物件の修復による

経費の増加及び事業の不履行  
○  

不可抗力による業務の変更、中止、延期   ○ 

運営リスク  

管理物件の不備又は施設管理上の瑕疵及

び火災等の事故による臨時休館等に伴う

運営リスク  

 ○ 

改修、修繕、保守点検等による施設の一

部の利用停止  
 ○ 
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種 類 内 容 

負 担 者 

市 
指 定  

管理者  

書類の誤り  

仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによ

るもの  
○  

事業計画書等指定管理者が提案した内容

の誤りによるもの  
 ○ 

資金調達等  運営上必要な初期投資、運営資金の確保   ○ 

管理物件（施設、

設備、備品、展示

物、資料等）の損

傷  

管理者としての注意義務を怠ったことに

よるもの  
 ○ 

経年劣化等  
１件当たり３０万円未満  ○ 

１件当たり３０万円以上 ○  

第三者への賠償  

管理者としての注意を怠ったことにより

第三者に損害を与えた場合  
 ○ 

上記以外の理由により第三者に損害を与

えた場合  
○  

安全性の確保、環

境との保全  

維持管理、運営における安全性の確保及

び周辺環境の保全  
 ○ 

セキュリティ  警備不備による犯罪発生   ○ 

個人情報の漏えい    ○ 

事業終了時の費用  

管理業務の期間が終了した場合又は期間

中途における業務を廃止した場合の事業

者の撤収費用  

 ○ 
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指定管理者が契約すべき保険 

 

 

本施設の管理に当たっては、利用者に対する損害賠償の観点から、現在、本市

は、全国市長会「市民総合賠償補償保険」等に加入しており、指定管理者も対象

となるが、当該保険の対象外となる独自事業などを実施する指定管理者において

は、次の内容と同等の補償内容の障害保険に加入するものとする。 

 

 （参考） 

  ◇令和 6(2024)年度 「全国市長会市民総合賠償補償保険」の補償内容 

本市の加入契約類型：５型②Ｄ型（５口） 

 

種類 保険金額 対象範囲 

賠償責任保険 

身体賠償 
１名につき 

１事故につき 

１億円 

１０億円 

・市が所有、使用、管理する施設の瑕

疵や市の行う業務遂行上の過失に起

因する事故について、市に法律上の

賠償責任が生じることによって被る

被害に対して、保険金を支払う保険 財物賠償 １事故につき ２千万円 

補  償  保  険  

死   亡  ５００万円 
・①市主催の行事に参加中、②団体又

は住民個人が、市管理下で市から依

頼を受けた住民に対するボランティ

ア活動中、急激かつ偶然な外来の事

故により被災した住民に対して、市

の法律上の賠償責任の有無にかかわ

らず、市が支払う補償金（見舞金）

に対して、保険金を支払う保険 

後遺障害 ４％～１００％ 

入院補償 入院日数に応じ １万円～１５万円 

通院補償 
通院日数に応じ ５千円～６万円 

（通院日数１～５日は５千円） 

 


